
 

―１７８― 

 地開発事業特別会計補正予算第１号 

 

 

○金子豊美委員長 次に、議案第30号 令和７年

度長井市宅地開発事業特別会計補正予算第１号

の１件について。 

 若月由紀建設課長。 

○若月由紀建設課長 議案第30号 令和７年度長

井市宅地開発事業特別会計補正予算第１号の概

要についてご説明申し上げます。 

 宅地１ページをご覧ください。第１条の繰越

明許費の補正につきましては、宅地２ページに

記載の第１表のとおり、宅地造成費を追加する

ものでございます。 

 以上、よろしくご審査賜りますようお願い申

し上げます。 

○金子豊美委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 総括質疑の発言通告がありませんので、各会

計補正予算案の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第２６号 令和７年度長井市一 

 般会計補正予算第１２号についての 

 質疑 

 

 

○金子豊美委員長 まず、議案第26号 令和７年

度長井市一般会計補正予算第12号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○金子豊美委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第２７号 令和７年度長井市国 

 民健康保険特別会計補正予算第３号 

 についての質疑 

 

 

○金子豊美委員長 次に、議案第27号 令和７年

度長井市国民健康保険特別会計補正予算第３号

の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○金子豊美委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第２８号 令和７年度長井市介 

 護保険特別会計補正予算第３号につ 

 いての質疑 

 

 

○金子豊美委員長 次に、議案第28号 令和７年

度長井市介護保険特別会計補正予算第３号の１

件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○金子豊美委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第２９号 令和７年度長井市後 

 期高齢者医療特別会計補正予算第２ 

 号についての質疑 

 

 

○金子豊美委員長 次に、議案第29号 令和７年

度長井市後期高齢者医療特別会計補正予算第２

号の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○金子豊美委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 



 

―１７９― 

 議案第３０号 令和７年度長井市宅 

 地開発事業特別会計補正予算第１号 

 についての質疑 

 

 

○金子豊美委員長 次に、議案第30号 令和７年

度長井市宅地開発事業特別会計補正予算第１号

の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○金子豊美委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で各会計補正予算案に対する質疑は全部

終了いたしました。 

 

 

 令和７年度長井市各会計補正予算案 

 の表決 

 

 

○金子豊美委員長 これから各会計補正予算案に

対する討論、表決でありますが、ご意見のある

方は本会議にてご発言いただくこととし、この

際、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

 まず、議案第26号 令和７年度長井市一般会

計補正予算第12号の１件について採決いたしま

す。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○金子豊美委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第27号 令和７年度長井市国民健

康保険特別会計補正予算第３号の１件について

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○金子豊美委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第28号 令和７年度長井市介護保

険特別会計補正予算第３号の１件について採決

いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○金子豊美委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第29号 令和７年度長井市後期高

齢者医療特別会計補正予算第２号の１件につい

て採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○金子豊美委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第30号 令和７年度長井市宅地開

発事業特別会計補正予算第１号の１件について

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○金子豊美委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で本日の案件の審査は全部終了いたしま

した。 

 なお、来る３月４日の本会議における本委員

会審査報告の文案につきましては、私に一任く

ださるようお願いいたします。 

 

 

   散     会 

 

 

○金子豊美委員長 本日はこれをもって散会いた

します。ご協力ありがとうございました。 

 



 

―１８０― 

 

    午後 ２時１７分 散会 


